
 １

指定管理者制度の新規導入施設について 
 

１ 指定管理者制度導入予定施設名 

   越谷市斎場 
 
２ 指定管理者制度導入予定期日 

   平成２２年４月１日から新規に導入することを予定 
 
３ 指定管理者制度を導入する理由 

   越谷市斎場は、越谷市、吉川市及び松伏町の２市１町がＰＦＩ事業※に

より整備した広域斎場で、施設の管理運営については、平成１７年８月の

開所時から、その業務の大部分をＰＦＩ事業者である越谷広域斎場株式会

社（以下「ＳＰＣ」という。）が行い、施設の使用許可、火葬証明等の一部

業務については、市の業務として市職員を配置して行ってきました。 

   市職員を配置した理由は、ＰＦＩ事業は越谷市にとって初めて取り組む

事業であったため、ＰＦＩ事業者であるＳＰＣによる運営が軌道に乗るま

での間は市職員による監督・指導が必要と考えたこと、また、火葬証明な

どの事務は市職員により行う必要があったためです。 

   しかしながら、開所から約４年が経過し、ＳＰＣも実績を重ね、市職員

の介在無しでも運営が十分可能となったこと、また、ＳＰＣが指定管理者

となることにより施設の使用許可、火葬証明等の権限の行使が可能となり、

包括的な管理運営が行えるようになることから、ＰＦＩ事業のより一層の

効果が期待でき、市民サービスの向上と運営経費の縮減が図られるため、

指定管理者制度を導入するものです。 

 
※ＰＦＩ事業：社会資本の整備や公共サービスの提供にあたって、民間の資金やノウハウ

を用いて実施する事業手法の一つ。 

 
４ 公募・随意指定の別とその理由 
 随意指定 （随意指定予定団体：ＰＦＩ越谷広域斎場株式会社） 
（理 由） 

  ・本施設は、公衆衛生その他公共の福祉の向上を図ることを目的として、

火葬及び葬祭場業務を行う施設であることから、利用者の心情や遺体の

尊厳に十分配慮した運営が求められます。そのため、指定管理者の指定

にあたっては、その業務において実績があり、さらに的確性、信頼性に

優れた者に委ねる必要があること。 

  ・本施設は、平成１７年８月の開所以来、ＰＦＩ事業としてＳＰＣが斎場

業務の大部分を運営しておりますが、ＰＦＩ事業者に施設管理を包括的

に行わせる場合には、指定管理者制度を採用するよう、国の指導がある

こと。 

  ・ＳＰＣは、平成１５年のＰＦＩ事業者決定の際、公募による応募者の中

から選定された経過があること。 

   上記の理由から、指定管理者を公募することなく、随意指定することが

適切であると判断したものです。 
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５ 指定期間とその理由 

   平成２２年４月１日から平成２７年３月３１日まで（５年間） 
  （理 由） 

   指定管理者による管理が適切に行われているかどうかを市が見直す機会

を設け、長期固定化による弊害を排除するため。 

   また、サービス提供の継続性と安定性、指定管理者の初期投資における

リスクの軽減（例えば機器類等の標準リース期間：３～５年）などを考慮

し、市は原則として標準的な指定期間を５年としているため、これに準じ

５年間とするものです。 

 

６ 随意指定申請要項（案） 

   別添のとおり 

 

７ その他（市が継続して行う業務等） 

   斎場の運営及び維持管理に係るモニタリング（ＳＰＣが行う業務の監視）

については、市が直接行うことにより利用者へのサービス水準が確保でき

ると判断し、継続して市が行うものです。 

   また、関係市町との連絡調整についても、本市が吉川市及び松伏町から

事務委託を受けて斎場の運営を行っていることから、市が直接行うことに

より円滑に調整が図られると判断し、継続して市が行うものです。 
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指定管理者審査選定委員会市民税務部会開催報告書 

 

市民税務部会長 浅 子  正 

（市民税務部長） 

 

１．施設名及び施設所管課 

 ・越谷市斎場（市民税務部市民課所管） 

   平成２２年４月１日から市が所管している斎場業務に指定管理者制度の導入を 

  予定 

 ・導入理由 

   越谷市斎場は、越谷市、吉川市及び松伏町の２市１町がＰＦＩ事業により整備

した広域斎場で、施設の管理運営については、平成１７年８月の開所時から、そ

の業務の大部分をＰＦＩ事業者である越谷広域斎場株式会社（以下「ＳＰＣ」と

いう。）が行い、施設の使用許可、火葬証明等の一部業務については、市の業務と

して市職員を配置して行ってきた。 

   市職員を配置した理由は、ＰＦＩ事業は越谷市にとって初めて取り組む事業で

あったため、ＰＦＩ事業者であるＳＰＣによる運営が軌道に乗るまでの間は市職

員による監督・指導が必要と考えたこと、また、火葬証明などの事務は市職員に

より行う必要があったためである。 

   しかしながら、開所から約４年が経過し、ＳＰＣも実績を重ね、市職員の介在

無しでも運営が十分可能となったこと、また、ＳＰＣが指定管理者となることに

より施設の使用許可、火葬証明等の権限の行使が可能となり、包括的な管理運営

が行えるようになることからＰＦＩ事業のより一層の効果が期待でき、市民サー

ビスの向上と運営経費の縮減を図られるため、指定管理者制度を導入する。 

 

２．部会開催日時及び内容 

 ①第１回部会 

1)日 時  平成２１年１月７日（水）午前１０時００分～１０時２０分 

2)会 場  宅建会館２階Ａ会議室 

3)出席者  部会長  浅子 正 （市民税務部長） 

        副部会長 杉嵜 文雄（市民税務部副部長） 

        部会員  福井 一雄（市民税務部副参事兼斎場長） 

        部会員  仲村 浩之（市民税務部資産税課長） 

        部会員  東 龍三郎（市民税務部納税課長） 

        部会員  戸賀崎邦雄（市民税務部市民課長） 

        部会員  鈴木 信夫（市民税務部北部出張所長） 

        部会員  藤木 保受（市民税務部南部出張所長） 

  4)内 容  ・副部会長選出について 

  副部会長：杉嵜文雄（市民税務部副部長）を選出 

        ・今後のスケジュールについて 

 ②第２回部会 

1)日 時  平成２１年３月３０日（月）午前１０時２０分～１１時１０分 

2)会 場  宅建会館２階Ｂ会議室 

3)出席者  部会長  浅子 正 （市民税務部長） 

（参考）
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        副部会長 杉嵜 文雄（市民税務部副部長） 

        部会員  福井 一雄（市民税務部副参事兼斎場長） 

        部会員  仲村 浩之（市民税務部資産税課長） 

        部会員  東 龍三郎（市民税務部納税課長） 

        部会員  戸賀崎邦雄（市民税務部市民課長） 

  4)内 容  ・公募／随意の区分及び指定期間について 

        ・随意指定申請要項（案）について 

        ・越谷市斎場設置及び管理条例の一部を改正する条例（案）について 

 

３．公募・随意指定の別とその理由 

 ・随意指定 

 ・随意指定予定団体 ＰＦＩ越谷広域斎場株式会社 代表取締役 磯﨑邦夫 

・理由 

   本施設は、公衆衛生その他公共の福祉の向上を図ることを目的として、火葬及

び葬祭場業務を行う施設であるので、利用者の心情や遺体の尊厳に十分配慮した

運営が求められます。そのため、指定管理者の指定にあたっては、その業務にお

いて実績があり、さらに的確性、信頼性に優れた者に委ねる必要があること。 

また、本施設は、ＰＦＩ事業としてＳＰＣが平成１７年８月の開所以来、斎場

業務の大部分を運営しておりますが、ＰＦＩ事業者に施設管理を包括的に行わせ

る場合には、指定管理者制度を採用するよう国の指導があること。 

さらに、ＳＰＣは、平成１５年のＰＦＩ事業者決定の際、公募による応募者の

中から選定された経過があることから、随意指定が適切であると判断し、指定管

理者制度導入にあたって随意指定を採用するものです。 

 

４．指定期間 

 ・平成２２年４月１日から平成２７年３月３１日まで（５年間） 

  それ以降、５年、６年 計１６年（＝ＰＦＩ残期間） 

 ・理由 

   指定管理者による管理が適切に行われているかどうかを越谷市が見直す機会を

設け、長期固定化の弊害を排除するため。また、サービス提供の継続性と安定性、

指定管理者の初期投資におけるリスク軽減（例えば機器類等の標準リース期間：

３～５年）などを考慮して、越谷市は原則として指定期間を５年としているため、

これに準じて期間を５年とするものです。 

 

５．随意指定申請要項（案） 

   別添のとおり 

 

６．その他 

   モニタリングについてはＳＰＣが行う運営維持管理業務を市が直接、継続して

実施することにより、利用者へのサービス水準が確保できると判断したこと。ま

た、関係市町との連絡調整については、本市が吉川市及び松伏町から事務委託を

受けて斎場運営を行っていることから、市が直接行うことにより円滑に調整が図

られると判断し、引き続き市が直接実施するものです。 


